
1 

 

別紙２ 余剰地取得の流れ 

 

 

募集要項の公表

余剰地活用の提案

選定委員会・事業者決定

建築設計(測量含む)

余剰地の確定

提案価格の調整

土地売買契約
（定期借地権設定契約）

の契約協議

（市）確定測量・分筆登記

議決

住宅整備

余剰地活用事業の決定

…補正後の参考価格の決定
（面積の変動に伴う補正）

余剰地の創出

土地売買契約
（定期借地権設定契約）

余剰地の所有権移転
(余剰地の定期借地権設定)

民間施設の整備

民間施設の建設工事の完了

行政財産→普通財産への変更手続き(市)

余剰地活用企業が手続きを実施

余剰地活用事業

事業計画見直し

参考価格の調整

合意

不調

応募・計画提案

基本協定の締結

【事業コンセプト、取得(又は借地)価格、価格変動への対応など】

余剰地売却（または借地）の参考価格の提示

…補正後の提案価格の決定
（面積の変動に伴う補正）

事業計画の策定

事業契約の締結

…余剰地活用区域面積および
事業内容の確定

合意 不調

余剰地活用事業の中止

不動産鑑定

用途廃止

（市営住宅建替事業) （余剰地活用事業）


